
七
世
紀
の
屋
代
木
簡

屋
代
木
簡
は
、
止
信
越
自
動
車
道
の
建
設
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、

一
九
九
四
年
、
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
と
よ
ば
れ
る
調
査
区
の
溝
か
ら
、
祭
祀
な
ど

に
用
い
ら
れ
た
大
量
の
木
製
品
に
混
じ
っ
て
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
の
木
簡
に
つ

い
て
は

一
九
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
報
告
書
に
既
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
簡
）

屋
代
木
簡
報
告
書
以
後
に
も
遺
跡
か
ら
取
り
上
げ
た
木
製
品
の
中
か
ら
新
た
に

数
点
の
木
簡
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
屋
代
木
簡
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
木
簡
に
つ

い
て
も
再
調
査
の
結
果
、
何
点
か
に
つ
い
て
は
釈
文
等
の
再
検
討
を
必
要
と
す

る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

本
稿
で
は
、
屋
代
木
簡
報
告
書
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
調
査
の
成
果
を
取
り
入

れ
つ
つ
、
七
世
紀
後
半
の
屋
代
木
簡
と
、
そ
れ
ら
と
出
上
し
た
層
位
や
内
容
の

点
で
密
接
な
つ
な
が
り
の
あ
る
人
世
紀
初
頭
の
屋
代
木
簡
を
中
心
に
整
理
、
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
す
初
．

偉

田

伊

史

屋
代
木
簡
の
出
土
状
況

屋
代
木
簡
が
出
上
し
た
溝
は
、
西
か
ら
東
に
水
が
緩
や
か
に
流
れ
る
湿
地
の

よ
う
な
自
然
流
路
お
よ
び
自
然
流
路
南
側
の
崖
に
掘
削
さ
れ
た
湧
水
溝
で
あ
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
溝
や
そ
の
北
側
の
水
田
は
、
千
曲
川
の
洪
水
の
た
び
に
大
量

の
砂
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
た
め
、
水
田
跡
と
木
簡
を
含
む
溝
の
上
層
は
洪
水
の

際
に
堆
積
し
た
砂
層
に
よ
り
、
い
わ
ば
パ
ッ
ク
さ
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
た
め
木
簡
が
出
土
し
た
溝
の
土
層
は
、
北
側
の
同
時
期
の
水
田
跡
に
対
応

さ
せ
て
、
現
代
の
地
表
面
に
近
い
ほ
う
か
ら
順
に
、
第
二
水
田
対
応
層
、
第
三

水
田
対
応
層
、
第
四
水
田
対
応
層
、
第
五
水
田
対
応
層
と
よ
ん
で
い
る
。

各
土
層
の
土
器
等
の
遺
物
の
特
徴
や
、
木
簡
に
記
さ
れ
た
年
紀
か
ら
、
こ
れ

ら
の
水
田
対
応
層
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
第
二
水
田
対
応
層
が
九
世
紀
中
頃
、

第
二
水
田
対
応
層
が
入
世
紀
前
半
、
第
四
水
田
対
応
層
が
入
世
紀
初
頭
前
後
、

第
五
水
田
対
応
層
が
七
世
紀
後
半
か
ら
人
世
紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
は
、

ほ
ぼ
そ
の
木
簡
が
出
土
し
た
土
層
が
そ
れ
ぞ
れ
形
成
さ
れ
た
時
期
に
溝
に
棄
て

は

じ

め

に



ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
通
常
の
場
合
、
廃
棄
後
に
決
水
砂
層
を
越
え
て

他
の
水
田
対
応
層
に
移
動
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
出
土
状
況
か
ら
み
た
屋
代
木
簡
の
木
簡
群
と
し
て
の
特
徴
は
、

木
簡
の
出
土
を
決
水
砂
な
ど
を
基
準
と
し
て
層
位
的
に
分
析
し
、
そ
の
層
位
に

含
ま
れ
る
土
器
な
ど
の
伴
出
遺
物
や
木
簡
自
体
の
年
紀
に
よ
っ
て
、
木
簡
が
廃

棄
さ
れ
た
時
期
の
前
後
関
係
を
比
較
的
細
か
く
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
点
と
、

そ
の
時
系
列
的
な
前
後
関
係
に
基
づ
い
て
、
七
世
紀
後
半
か
ら
人
世
紀
前
半
に

か
け
て
断
続
的
に
廃
棄
さ
れ
た
木
簡
群
の
総
体
の
変
遷
を
、
定
点
的
に
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

一
一　
屋
代
木
簡
の
形
態
と
内
容
に
よ
る
分
類
の
特
徴

次
に
、
屋
代
木
簡
の
形
態
と
内
容
に
よ
る
分
類
の
時
期
的
な
特
徴
に
つ
い
て

み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
木
簡
の
樹
種
で
あ
る
が
、
屋
代
木
簡
報
告
書

に
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

一
二
六
点
の
木
簡
に
つ
い
て
は
切
片
に
よ
る
鑑
定

が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
三
四
号
の

一
点
の
み
が
ス
ギ
、
三
七

・
四

二

・
四
六

・
七
六

・
八
二

・
一
一
一
・
一
一
〓
一号
の
七
点
が
モ
ミ
属
、
残
る

一

一
八
点
は
ヒ
ノ
キ
属
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
出
土
層
位
、
時
期
に
関
わ
ら
ず

屋
代
木
簡
の
大
部
分
は
ヒ
ノ
キ
属
の
板
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

現
在
の
長
野
県
北
部
地
域
で
は
ヒ
ノ
キ
属
の
植
生
は
少
な
い
が
、
屋
代
遺
跡
群

や
石
川
条
里
遺
跡
な
ど
当
地
域
近
辺
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
針
葉
樹
の
木
製
品

の
大
多
数
は
ヒ
ノ
キ
属
の
サ
ワ
ラ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ノ
キ
属
の
板
と

鑑
定
さ
れ
た
屋
代
木
簡
も
サ
ワ
ラ
を
利
用
し
た
も
の
が
大
多
数
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
木
簡
の
形
態
で
あ
る
が
、
廃
棄
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、

人
為
的
な
切
り
折
り
の
あ
る
も
の
を
含
め
て
木
簡
の
多
く
に
は
破
損

・
腐
蝕
が

み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
形
態
を
型
式
ご
と
に
分
類
し
時
期
別
に
ま
と
め
た
も
の

が
表
１
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
二
お
よ
び
第
四
水
田
対
応
層

か
ら
出
土
し
た
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
に
は
〇
三
＊
型
式
、
○

五
＊
型
式
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り
新
し
い

第
三
水
田
対
応
層
か
ら
出
上
し
た
郡
郷
里
制
下
の
木
簡
に
は
〇
三
＊
型
式
、
○

五
＊
型
式
の
も
の
が

一
人
点
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
表
２
の
内
容
を
含
め
た
分
類
で
、
七
世
紀
後
半
か
ら
人
世
紀
初

頭
の
木
簡
が
ほ
ぼ
文
書
木
簡
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
郡
郷
里
制
下

（第
三
水
田

対
応
層
出
土
）
の
木
簡
で
は
付
札
木
簡
の
割
合
が
高
く
な
る
こ
と
と
対
応
し
て

い
る
。

ま
た
、
表
３
に
み
る
よ
う
に
廃
棄
の
場
所
は
全
体
と
し
て
湧
水
溝
が
中
心
で
、

自
然
流
路
へ
の
廃
棄
は
比
較
的
少
な
い
が
、
廃
棄
の
仕
方
は
七
世
紀
代
は
木
簡

が
単
体
と
し
て
廃
棄
さ
れ
る
例
が
多
い
の
に
対
し
、
八
世
紀
以
降
は
木
暦
な
ど

他
の
廃
棄
物
と
と
も
に
棄
て
ら
れ
る
も
の
が
増
加
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
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表 1

出土層位 時  期 木簡番号 総点数 l 032

第五水田
対応層

7世紀第 4四半期 1～ 9 9 1 4 1 1

第四水田
対応層

8世紀初頭前後 10´-14 5 l 4

郡里制下 15´-45 3 8 2 2 11 ]

第二水田
対応層

郡郷星制下 46´-121 2 2 2 ユ

第二水田
対応層

9世紀中頃 122～ 126 5 1 2 2

表 2

出土層位 時  期 代簡番号 総点敷 鞭 コ光点努

文書木簡
札
簡
付
木 勒的利

習書 祭祀 転用

文書簡 記録簡踊識
第五水田
対応層
7世紀第 4
コ半期

1～9 9 5 1 1 1 1 1

第四水田
吋応層

8世紀初藍
前後

10´-14 5 5 1 3 1

郡里制下 15´ヤ45 7 l 7 5(重複3) 3 2(重複2)

第三水田
対応層

郎郷里制下 46-121 6 6 5 4 5(重複5) ユ 9(重複3)

第二水田
t↓応層
9世紀中頃 22-12( 5 2 2

計 3 6

表 3

出土層位 時  期 木簡番号 A B C D E F

第五水田
対応層

7世紀第 4四半期 1～9 1 1

第四水田
対応層

8世紀初頭前後 10～ 14 2

郡里制下 15～ 45 2 5 1

第三水田
対応層 郡郷里制下 46々ヤ121 7 1

第二水田
対応層

9世紀中頃 122々ヤ126

釈文、形状、出土地点、出土層位が不明なものは除く
A:湧水濤に廃葉され木婿層以外で出上          D:自 然流路に直接廃棄
B:湧水濤に他の廃棄物とともに捨てられ木居層から出土  E:橋 から自然流路に廃棄
C:湧水滞に廃棄された木暦とともに自然流路に流出    F:祭 祀具の一部として廃葉

ブロックから出土



七世紀の屋代木簡

以
上
の
点
か
ら
、
第
三
―
第
二
水
田
対
応
層
の
屋
代
木
簡
を
、
大
き
く
七
世

紀
後
半
か
ら
入
世
紀
初
頭
の
も
の
と
、
郡
郷
里
制
下
の
も
の
の
二
つ
の
時
期
に

分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
前
者
の
時
期
は
、
木
簡
は
ほ
ぼ
文

書
木
簡
で
、
そ
れ
ぞ
れ
単
体
で
廃
棄
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
ま
た
後
者
の
時
期

に
は
〇
三
＊
型
式
、
〇
五
＊
型
式
な
ど
付
札
木
簡
が
増
加
し
、
本
層
な
ど
と
と

も
に

一
括
廃
棄
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
続
¨

こ
の
よ
う
に
入
世
紀
初
頭
以
前
と
郡
郷
里
制
下
と
い
う
二
つ
の
時
期
の
間
で
、

出
上
し
た
木
簡
に
特
徴
的
な
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ

う
な
い
く
通
り
か
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第

一
は
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
の
近
辺
に
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
木
簡
が
機
能

し
た
場
の
性
格
の
変
化
で
あ
る
。
例
え
ば
那
郷
里
制
下
に
な
っ
て
屋
代
遺
跡
群

⑥
区
の
近
辺
に
物
資
の
集
積
所
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
な

ど
の
場
合
で
あ
る
。

第
二
は
当
地
域
に
お
け
る
木
簡
の
廃
棄
の
仕
方
の
変
化
で
あ
る
。
例
え
ば
屋

代
遺
跡
群
⑥
区
の
第
三
水
田
対
応
層
で
は
祭
祀
具
の
廃
棄
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
出
土

す
る
木
簡
が
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
の
溝
で

の
木
簡
の
廃
棄
が
入
世
紀
に
は
い
わ
ば
単
な
る
ゴ
ミ
捨
て
的
な
行
為
と
し
て
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
文
書
木
簡
に
比
べ
て
、
転
用
し
た
り
、
特
別
な
廃
棄
法

を
と
る
よ
う
な
こ
と
が
少
な
い
付
札
な
ど
が
、
木
居
な
ど
と
と
も
に

一
括
し
て

棄
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

第
三
は
木
簡
の
機
能
を
と
り
ま
く
政
治
的
も
し
く
は
制
度
的
な
状
況
の
変
化

で
あ
る
。
例
え
ば
郡
郷
里
制
下
に
な
っ
て
物
資
等
の
貢
進
制
度
の
実
務
的
な
変

化
あ
る
い
は
個
別
人
身
賦
課
制
の
浸
透
な
ど
に
よ
っ
て
、
貢
進
地
に
お
い
て
も

大
量
の
付
札
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

こ
の
内
、
第

一
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
木
簡
が
機
能
し
た
場
の
遺
構
ま
た
は

遺
物
が
近
辺
の
地
域
に
お
い
て
検
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
現
時
点
で
は
具

体
的
に
検
証
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
の
溝
の
様
相
だ
け
で
は

な
く
、
少
な
く
と
も
木
簡
の
廃
葉
が
当
地
域
全
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
や
は
り
第

一
の
場

合
と
同
様
に
木
簡
が
機
能
し
た
場
の
遺
構
お
よ
び
遺
物
の
情
報
を
得
る
こ
と
が

重
要
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
第
二
の
場
合
と
同
様
に
、
少
な
く
と
も
木
簡
の

製
作

・
機
能

・
廃
棄
な
ど
が
当
地
域
全
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の

か
を
ま
ず
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
地
方
に
お
け
る
木
簡
の

あ
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
当
地
域
ば
か
り
で
は
な
く
他
遺
跡
の
当
該
時
期

の
木
簡
の
様
相
を
集
積
し
た
上
で
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
屋
代
木
簡
に
お
け
る
二
つ
の
時
期
の
相
異
を
め
ぐ
っ
て
は
、
上
記
の
他

に
も
解
釈
が
あ
り
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現

時
点
で
は
木
簡
が
機
能
し
た
場
の
遺
構
ま
た
は
遺
物
が
明
ら
か
で
な
い
と
い
う

点
が
、
検
討
を
進
め
て
い
く
上
で
の
一
つ
の
い
わ
ば
大
き
な
空
白
と
し
て
存
在

し
て
お
り
、
引
き
続
き
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
っ



て
い
る
。

〓
一　
七
世
紀
後
半
か
ら
人
世
紀
初
頭
の
特
徴
的
な
木
簡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
屋
代
木
簡
で
は
第
五
水
田
対
応
層
出
土
の

一
号
か
ら

九
号
の
木
簡
は
ほ
ぼ
七
世
紀
の
木
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
第

四
水
田
対
応
層
出
上
の

一
〇
号
か
ら
四
五
号
の
木
簡
に
は
、
七
世
紀
末
の
も
の

と
八
世
紀
初
め
の
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
を
層
位
や
内
容
か
ら

七
世
紀
の
も
の
と
入
世
紀
の
も
の
と
に
分
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
第
五

・
第
四
両
層
の
七
世
紀
後
半
か
ら
入
世
紀
初
頭
の
木
簡
を
ひ
と
ま
と

ま
り
と
し
て
、
屋
代
木
簡
全
体
お
よ
び
他
遺
跡
の
木
簡
に
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ

特
徴
ご
と
に
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
初
．

●
　
干
支
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
木
簡

屋
代
木
簡
で
干
支
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
も
の
は
、
次
の

一
三
号
と
四
六
号
の

二
占
【で
あ
る
。

一
三
号

。
「戊
戊
ｏ
年
八
月
十
日
　
洒
人
ア
ロ
荒
馬
〔剛
だ
洒
人
ア
〔臥
剛
酬
戸
」

。
「
　
ｏ
ｏ
宍
ア
ロ
ロ
ロ
ロ

配
賠
ば
ア
ロ
人
ア
却
臥
”
宍
人
ア
万
呂
」

四
六
号

。
「
乙
丑
年
十
二
月
十
日
洒
人

・
ヨ
他
田
舎
人
』
古
麻
呂

一
三
号
は

「戊
戊
年
八
月
汁
日
」
か
ら
書
き
始
め
て
お
り
、
戊
戊
年
は
出
土

層
位
な
ど
か
ら
文
武
天
皇
二
年

全
ハ
九
八
）
と
考
え
ら
れ
る
。　
〓
二
号
が
出
土

し
た
木
居
廃
棄
層
の
す
ぐ
上
層
の
木
居
層
か
ら
は
、
国
符
木
簡
の
一
五
号
が
出

上
し
て
お
り
、
第
四
水
田
対
応
層
出
土
の
木
簡
の
年
代
を
考
え
る
上
で
も
貴
重

な
木
簡
と
い
え
る
。
内
容
は
稲
の
支
給
ま
た
は
収
納
を
記
し
た
記
録
簡
と
考
え

ら
れ
る
が
、
記
載
様
式
が
似
て
い
る
地
方
木
簡
と
し
て
伊
場
木
簡
三
号
が
あ
げ

（５
）

ら
れ
る
。

四
六
号
は
人
世
紀
前
半
に
埋
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
第
三
水
田
対
応
層
の
湧
水

溝
の
埋
め
戻
し
土
か
ら
出
土
し
た
。
「
乙
丑
年
十
二
月
十
日
」
と
い
う
年
月
日

が
記
さ
れ
、
他
面
に
は

「他
田
舎
人
古
麻
呂
」
の
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

乙
丑
年
の
候
補
と
し
て
は
天
智
天
皇
四
年

全
ハ
六
五
）
ま
た
は
神
亀
二
年

（七
一
一五
）
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
全
国
的
に
み
て
人
世
紀
以
降

の
木
簡
で
明
確
に
干
支
年
紀
を
記
し
た
例
は
見
出
せ
な
い
。
屋
代
木
簡
に
お
い

て
も
八
世
紀
以
降
の
年
紀
を
記
し
た
も
の
は
、
第
四
水
田
対
応
層
か
ら
出
土
し

た
四
四
号
、
第
三
水
田
対
応
層
か
ら
出
土
し
た
六
二
号
、
九
〇
号
、
九
二
号
の

四
点
が
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
も

（和
銅
）
七
年

（七
一
四
）、
神
亀
二
年

（七

二
五
）、
養
老
七
年

（七
壬
こ

と
い
う
よ
う
に
年
号
を
記
し
て
お
り
、
四
六
号

が
人
世
紀
の
段
階
で
記
さ
れ
た
木
簡
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
年
紀
の
記
載
は

特
異
な
存
在
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
で
は
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一
号
の
よ
う
に
七
世
紀
第
３
四
半
期
に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
層
位
か
ら

木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
以
上
の
点
に
加
え
て
、
四
六
号
が
埋
め
戻
し
土
か
ら

の
出
上
で
攪
乱
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
段
階
で
は
、
屋
代
木
簡

報
告
書
の
見
解
の
と
お
り
乙
丑
年
を
天
智
天
皇
四
年
に
比
定
し
、　
三
二
号
と
と

も
に
大
宝
令
前
に
多
く
み
ら
れ
る
干
支
年
を
冒
頭
に
記
す
形
式
の
木
簡
と
考
え

た
い
。

０

　

「御
前
」
の
文
言
を
記
す
木
簡

二
六
号
は
両
端
が
鋸
歯
状
に
加
工
さ
れ
、
上
下
両
端
お
よ
び
中
央
や
や
上
部

に
合
計
六
つ
の
孔
が
あ
け
ら
れ
た
特
異
な
形
態
を
も
つ
。
屋
代
木
簡
報
告
書
刊

行
以
後
の
再
調
査
に
よ
り
、
新
た
に
上
部
の
比
較
的
大
き
な
二
文
字
を

「御

前
」
、
そ
の
す
ぐ
下
の
右
寄
り
の
小
さ
く
書
か
れ
た

一
文
字
を

「（
」
と
判
読

し
た
。二

六
号

Ｏ
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

Ｏ

ホ
　
　
ロ
ロ
ロ
布
布
加
多

御
前
　
□
ｏ
　
　
ｏ

□
荒
□
□
□
□
□

Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ

宛
先
や
差
出
人
な
ど
授
受
関
係
を
示
す
記
載
は
読
み
と
れ
な
い
が
、
次
に
あ

げ
る
藤
原
宮
木
簡
や
、
地
方
木
簡
で
は
七
世
紀
第
４
四
半
期
の
西
河
原
森
ノ
内

木
簡
、
人
世
紀
初
頭
前
後
の
小
敷
田
木
簡
な
ど
に
み
ら
れ
る

「
―
前
に
申

（６
）

（白
）
す
」
書
式
の
文
言
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

藤
原
宮
木
簡
八
号

〔
寵
ヵ
〕

・
卿
等
前
恐
々
謹
解
□
□
口

・
卿
（
受
給
請
欲
止
申

藤
原
官
木
簡
六

一
三
号

・
御
宮
若
子
御
前
恐
　
謹
□

〔呂
豊
ヵ
〕

末
□
□
□
命
坐
而
自
知
何
故

二
皐
吾
謡
増
諭
醒
評
言
□
穐
ヵ〕

犀

回
日

日

寵
命
鈴

ヵ
謂

夢

小
敷
田
木
簡

今
貴
大
徳
若
子
御
前
頓
首
拝
白
云

ま
た
、
三
文
字
目
の

「（
」
は
助
詞
を
小
さ
く
書
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

助
詞
の

「（
」
を
記
し
た
例
は
三
四
号
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
六
号
は
こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
宣
命
体
の
よ
う
な
書
式
を
と
る
が
、
こ
こ

で
想
起
さ
れ
る
の
は

「…
の
前
に
白
さ
く
…
」
の
よ
う
な
文
体
が
祝
詞
な
ど
の

文
言
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
柄
」
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
の
溝
が
斎
串
や
形
代
の

集
中
が
み
ら
れ
る
よ
う
な
祭
祀
の
場
で
も
あ
り
、
二
六
号
自
体
が
祭
祀
具
と
し

て
廃
棄
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
何
ら

か
の
祭
祀
上
の
文
言
の

一
部
と
し
て
記
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

二
六
号
と
同
じ
八
世
紀
初
頭
前
後
の
第
四
水
田
対
応
層
か
ら
は
、
国
符
木
簡

と
考
え
ら
れ
る

一
五
調
）
郡
符
木
簡
と
考
え
ら
れ
る

一
六
輛
ゲ
よ
う
に
、
大
宝

公
式
令
の

「符
式
」
に
則
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
。



こ
れ
ら
の
木
簡
と
二
六
号
と
の
間
の
層
位
上
の
前
後
関
係
は
明
確
で
は
な
く
、

ま
た
、
二
六
号
の

「御
前
ホ
」
に
続
く
文
言
の
意
味
や
授
受
関
係
も
明
確
で
な

い
点
な
ど
に
問
題
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
本
簡
を
通
じ
て
、

人
世
紀
初
頭
前
後
の
当
地
域
に
お
い
て
、
大
宝
令
前
か
ら
の
古
い
形
式
と
い
わ

れ
る
書
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、　
一
方
で

一

五
号
や

一
六
号
の
よ
う
な
大
宝
令
の
施
行
に
と
も
な
う
新
し
い
書
式
が
現
れ
た

こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
貴
重
な
事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

日

　

『論
語
』
の
文
言
を
記
す
木
簡

屋
代
木
簡
報
告
書
刊
行
以
後
の
再
調
査
に
よ
り
、
三
五
号
お
よ
び
四
工
号
を

『論
語
』
に
関
わ
る
文
言
が
記
さ
れ
た
木
簡
と
し
て
釈
文
を
見
直
し
た
。

三
五
号
子
日
學
是
不
思

四
五
号

。
亦
楽
子
人
不
知
而
不
岨

。

　

　

　

　

　

日

□

三
五
号
の
文
言
は
、
『論
語
』
為
政
篇
に
あ
る

「子
日
。
學
而
不
思
則
岡
。

思
而
不
學
則
殆
。」
の
冒
頭
部
分
六
文
字
に
比
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
四
文
字
目

の

「而
」
は
、
三
六
号
で
は

「是
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
六
文
字
目
の

「思
」
よ
り
下
の
部
分
は
、
文
字
面
が
削
り
取
ら
れ
た
た
め
墨
痕
が
残
存
し
て

い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
五
号
は
、
左
右
両
端
に
二
次
的
な
サ
キ
も
し
く
は
欠
損
が
み
ら
れ
、
木
簡

の
下
部
に
い
く
ほ
ど
文
字
の
左
右
の
部
分
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
に
判
読
が
困

難
で
あ

っ
た
が
、
『論
語
』
學
而
篇
の

「子
日
。
學
而
時
習
之
。
不
亦
説
子
。

有
朋
自
遠
方
茶
。
不
亦
築
子
。
人
不
知
。
而
不
岨
。
不
亦
君
子
子
。」
の
傍
点

を
施
し
た
部
分
の
九
文
字
に
比
定
し
た
。

論
語
の
文
言
を
記
し
た
木
簡
は
、
次
に
あ
げ
る
藤
原
宮
木
簡
を
は
じ
め
宮
都

で
何
点
か
出
土
し
て
お
り
、
ま
た
最
近
発
表
さ
れ
た
徳
島
県
徳
島
市
の
観
音
寺

遺
跡
で
も
、
論
語
を
記
し
た
六
四
〇
年
前
後
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
木
簡
が
出

土
し
て
い
る
。

藤
原
宮
木
簡
六
六
二
号

。
子
日
學
而
不
回
日

。
□
水
明
□
　
□
口

徳
島
県
観
音
寺
木
簡

子
日
學
而
習
時
不
孤
□
子
□
自
明
而
止

い
う
ま
で
も
な
く
、
『論
語
』
は
当
時
の
官
人
に
と
っ
て
の
基
礎
的
な
典
籍

で
あ
り
、
三
五
号
、
四
五
号
は
そ
の
文
言
の
記
憶
、
控
え
な
ど
の
た
め
に
抜
き

書
き
し
た
木
簡
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
続
¨

屋
代
木
簡
の
中
で
も
、　
一
五
号
、　
三
ハ
号
、　
一
一
四
号
な
ど
国
符
ま
た
は
郡

符
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
下
達
文
書
を
記
し
た
木
簡
や
、
四
三
号
）

一
一
五
号

な
ど
上
申
文
書
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
木
簡
は
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
ら
が
機
能

し
た
行
政
組
織
の
あ
り
方
を
伝
え
る
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
論
語
を
記
し
た
三
五
号
、
四
五
号
や
、
人

一
号
を
は
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じ
め
第
三
水
田
対
応
層
か
ら
三
点
出
土
し
て
い
る
九
九
算
を
記
し
た
木
簡
は
、

そ
う
し
た
行
政
組
織
の
中
で
、
書
算

（書
計
）
の
能
力
が
必
要
不
可
欠
な
も
の

と
さ
れ
て
い
た
、
当
時
の
実
務
に
携
わ
る
官
人
も
し
く
は
そ
れ
に
近
し
い
立
場

の
人
び
と
の
存
在
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
も
の
と
し
て
非
常
に
興
味
深
い
資
料

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

働
　
歴
名
を
記
す
木
簡

当
該
時
期
で
人
名
を
列
記
し
た
記
録
簡
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
三
号
、　
一

〇
号
、　
一
一
号
、　
〓
二
号
の
四
点
が
存
在
す
る
。
こ
の
内
三
号
と

一
一
号
は
、

個
人
名
が
み
え
ず
部
姓
の
み
を
列
記
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

三
号。「ｍ幅
Ш□
和
ア　
胆
日
賄
ば

則咄
マ　
穂
積
ア畑回　
□□」

。
（釈
文
略
）

一
一
号

。　
　
　
　
三
家
人
ア
　
　
石
田
ア
ロ

日
――
□
　
他
田
ア
　
人
　
　
　
　
　
　
一日
日
日
日
］

日
――
□
　
□
□
　
　
ロ
ーー
□
石
田
ア
　
　
ロ
ロ
田
□
相

・
　

　

　

　

　

□
口
日
日

日
日
□

〔
ア
〕

□
田
□
　
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔連
〕

同
様
の
例
と
し
て
は
飛
鳥
京
本
簡
二
七
踊
て
、
千
葉
県
船
橋
市
の
印
内
台
浩

跡
出
土
の
砥
石
に
み
ら
れ
る
刻
諦
０
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
部
姓
の
列

記
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
未
詳
で
あ
る
が
、
個
別
人
身
賦
課
制
が
浸

透
し

一
般
化
す
る
以
前
の
政
治
組
織

・
同
族
組
織
と
し
て
の
二
面
性
を
も
つ

「氏
」
重
視
を
反
映
し
た
表
記
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
続
¨

一
〇
号
は
男
性
名
と
思
わ
れ
る
人
名
と
、
「布
手
」
、
「
三

を
列
記
す
る
。

「布
手
」
と
い
う
表
記
は
他
に
例
が
な
い
が
、
布
生
産
に
従
事
す
る
織
布
作
業

者
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
遺
跡
の
近
辺
に
繊
維
製
品
に
関
わ
る
工
房

の
よ
う
な
場
が
存
在
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
布
生
産
の
あ
り

方
は
、
当
地
域
の
有
力
首
長
層
が
伝
統
的
に
掌
握
し
て
き
た
生
産
構
造
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

⑪
　
字
体

木
簡
に
記
さ
れ
た
文
字
の
書
風
や
字
体
に
時
期
に
よ
っ
て
変
化
が
み
ら
れ
る

こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
煽
）
屋
代
木
簡
に
お
い
て
、
そ
う

し
た
例
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て

「部
」
の
異
体
字
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

七
世
紀
後
半
か
ら
人
世
紀
初
頭
の
木
簡
で
は
、　
三
二
号
、　
一
九
号
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
が

「部
」
を

「
ア
」
形
の
字
体
で
表
し
て
お
り
、
こ
れ
は

他
の
遺
跡
の
当
該
時
期
の
文
字
資
料
と
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
に
姑
し
て
、

第
三
水
田
対
応
層
出
上
の
郡
郷
里
制
下
の
木
簡
で
は
六
九
号
の
よ
う
に

「
マ
」

形
の
も
の
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

□足□



ま
た
そ
の
他
で
は
、
三
四
号
の

「止
」
の
字
体
が
藤
原
宮
木
簡
に
多
く
み
ら

れ
る
宇
価
声
同
様
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。

む
す
び
に
か
え

て

本
稿
で
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
時
期
を
中
心
に
、
屋
代

木
簡
の
出
土
状
況
、
形
態
、
内
容
、
書
式
、
字
体
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、

そ
こ
か
ら
は
、
屋
代
木
簡
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
宮
都
や
他

の
遺
跡
の
木
簡
の
様
相
と
同
様
に
、
七
世
紀
か
ら
人
世
紀
へ
の
政
治
制
度
の
変

化
に
木
簡
の
あ
り
方
が
即
応
し
て
い
る
よ
う
な
様
相
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
詳
細
な
内
容
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
郡
郷
里
制
下
の
時

期
の
層
位
か
ら
出
土
す
る
付
札
木
簡
の
郡

・
郷

・
里
名
や
個
人
名
の
記
載
に
は
、

戸
籍
や
計
帳
に
象
徴
さ
れ
る
令
制
の
個
別
人
身
支
配
の

一
端
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
屋
代
木
簡
に
は
、
他
の
地
域
に
も
通
じ
る
、
あ
る
意
味
で
普

遍
的
な
状
況
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

一
方
で
、
大
宝
令
制
以
前
の
当

地
域
の
特
徴
的
な
様
相
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
屋
代
木
簡
に
は
二

一
種
の
ウ
ジ
名
や
部
姓
が
み
え
、
そ
れ
ら
は
の

べ
五

一
例
を
数
え
る
が
、
こ
の
内
の
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
三

一
例
は

金
刺
舎
人
、
他
田
舎
人
、
酒
人
部
、
宍
人
部
な
ど
金
刺
、
他
田
、
酒
人
、
宍
人

の
名
称
を
含
む
ウ
ジ
名

。
部
姓
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
朝
廷
の
特
定
の

職
掌
に
つ
な
が
る
い
わ
ゆ
る

「人
姓
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

金
刺
舎
人
と
他
田
舎
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
欽
明
天
皇
の
磯
城
嶋
金
利
宮
、
彼
達

天
皇
の
訳
語
田
幸
玉
官
に
ち
な
む
も
の
で
、
信
濃
国
で
は
六
国
史
な
ど
に
よ
り
、

金
刺
舎
人
が
屋
代
遺
跡
群
の
あ
る
埴
科
を
は
じ
め
伊
那
、
諏
方
、
水
内
の
各
郡

の
郡
司
層
、
他
田
舎
人
が
筑
摩
、
小
縣
両
郡
の
郡
司
層
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『延
喜
式
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
信
濃
国

一
〇
郡
の
内
、

六
郡
に
金
刺
舎
人
ま
た
は
他
田
舎
人
が
郡
司
層
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
刺
舎
人
や
他
田
舎
人
は
、
屋
代
遺
跡
群
を
含

む
自
然
堤
防
と
そ
の
後
背
湿
地
か
ら
な
る
当
地
域
の
有
力
首
長
層
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

金
刺
舎
人
や
他
田
舎
人
を
称
す
る
当
地
域
の
首
長
層
は
そ
の
名
の
由
来
と
な

っ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
六
世
紀
以
来
、
中
央
と
の
人
的
あ
る
い
は
物
的
な
つ
な

が
り
を
有
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
、
酒
人
部
や
宍
人
部
の
存
在
も
そ
う
し
た
当

地
域
と
中
央
と
の
関
係
の

一
端
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
屋
代
木
簡
に
み
え
る
ウ
ジ
名
や
部
姓
の
あ
り
方
は
、
木
簡
が
機

能
し
た
場
ま
た
は
地
域
に
お
い
て
、
有
力
首
長
層
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
な
政

治
的

・
経
済
的
支
配
関
係
が
色
濃
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

当
地
域
の
有
力
首
長
層
は
、
お
そ
ら
く
七
世
紀
後
半
以
降
、
木
簡
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
な
文
書
行
政
す
な
わ
ち
令
制
的
な
支
配
体
制
の
受
容

・
進
展
に
と
も

な
い
、
当
地
域
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
担
う
地
方
の
官
人
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
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立
場
の
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

屋
代
木
簡
、
特
に
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
本
簡
の
出
土
と
そ
の
内
容

は
、
そ
う
し
た
当
地
域
の
伝
統
的
な
支
配
関
係
が
律
令
体
制
に
組
み
入
れ
ら
れ

つ
つ
、
新
た
な
地
方
支
配
へ
と
進
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
過
程
の
中
で
と
ら
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
当
地
域
の
歴
史
的
状
況
を
念
頭
に
置
い
た
分
析
を

十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。
ま
た
、
本
稿
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
と
は
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い

が
、
上
述
の
よ
う
に
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
の
周
辺
は

一
貫
し
て
当
地
域
の

一
つ
の

中
心
的
な
場
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
⑥
区
で
は
第
二
水

田
対
応
層
の
九
世
紀
中
頃
の
数
点
の
祭
祀
的
あ
る
い
は
分
類
不
明
の
木
簡
を
除

い
て
、
人
世
紀
後
半
以
降
、
木
簡
の
出
土
が
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
も
大
き
な

問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
当
地
域
の
歴
史
的
状
況
に

関
わ
る
問
題
と
し
て
引
き
続
き
考
え
て
い
き
た
い
。

今
回
の
木
簡
学
会
特
別
研
究
集
会
を

一
つ
の
契
機
と
し
て
、
残
さ
れ
た
課
題

と
も
ど
も
、
種
々
の
御
教
示
を
賜
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

註（１
）

側
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』

一
九
九

六
年
。
以
下
、
本
稿
で
は
屋
代
木
簡
報
告
書
と
略
称
す
る
。
ま
た
、
屋
代
遺
跡
群

⑥
区
お
よ
び
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
屋
代
木
簡
に
つ
い
て
の
本
稿
の
記
述
は
、
特
に

こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
屋
代
木
簡
報
告
書
に
基
づ
く
。

（
２
）

本
稿
で
は
、
屋
代
木
簡
報
告
書
の
木
簡
番
号
に
し
た
が
っ
て
屋
代
木
簡
を
＊
号

と
表
す
。
ま
た
、
本
稿
で
用
い
る
屋
代
木
簡
の
釈
文
は
、
屋
代
木
簡
報
告
書
の
刊

行
以
後
、
木
簡
学
会
長
野
特
別
研
究
集
会
の
時
点
ま
で
に
行
わ
れ
た
検
討
会
に
よ

る
木
簡
の
再
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
検
討
会
の
参
加
者
は
平
川
南
氏
を
中

心
に
、
鐘
江
宏
之
、
寺
内
隆
夫
、
福
島
正
樹
、
水
沢
教
子
、
宮
島
義
和
、
山
口
英

男
各
氏
と
俸
田
伊
史
で
あ
る
。
な
お
、
屋
代
木
簡
報
告
書
刊
行
以
後
の
木
簡
の
再

調
査
に
基
づ
く
釈
文
の
改
定
等
の
正
式
報
告
は
、
平
成
十

一
年
度
刊
行
予
定
の
長

野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
屋
代
遺
跡
群
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
３
）

付
札
木
簡
で
は
単
体
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
は
六
九
号
の
み
で
あ
り
、
ま
た
廃
棄

の
際
の
切
り
折
り
な
ど
の
加
工
も

一
〇
八
号
、　
一
一
〇
号
の
二
点
に
し
か
み
ら
れ

な
い
。

（
４
）

以
下
に
引
用
す
る
木
簡
の
釈
文
は
、
次
の
各
書
に
基
づ
く
。
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所

『藤
原
宮
木
簡
』

一
、　
一
九
七
八
年
。
同

『藤
原
宮
木
簡
』
二
、　
一
九
八

一
年
。
何
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

「観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
発
表
資
料
」

一
九
九
八
年
。
『静
岡
県
史
』
資
料
編
四
　
古
代
　
一
九
八
九
年
。
木
簡
学
会
編

『
日
本
古
代
木
簡
選
』
岩
波
書
店
、　
一
九
九
〇
年
。

（
５
）
。〔帥
醐
勢
酌
産
呼
十
日
柴
江
二
十
戸
人
　
　
若
口
日
□

（
天
武
十
年
）
　
　
　
　
　
〔
倭
ヵ
〕

。
□
□
□
三
百
対
束
若
ロ
マ
ロ
ロ

（
６
）

岸
俊
男

「木
簡
と
大
宝
令
ス
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
人
八
年
、

初
出

一
九
八
〇
年
）
。
東
野
治
之

「木
簡
に
現
れ
た

「某
の
前
に
申
す
」
と
い
う

形
式
の
文
書
に
つ
い
て
」
３
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
八
三
年
）
。

早
川
庄
八

「公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」
余
木
簡
研
究
』
七
、　
一
九
八
五
年
）
。

（
７
）

三
四
号

止
里
□
□
□
　
　
同
国

止
里
□
□
等
右

一
身
ホ

（
８
）

岸
俊
男

「宣
命
簡
」
３
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
八
八
年
、
初



出

一
九
七
六
年
）
。
小
谷
博
泰

『木
簡
と
宣
命
の
国
語
学
的
研
究
』
和
泉
書
院
、

一
九
八
七
年
。

（
９
）

一
五
号
更
科
郡
司
等
〔剛
ビ
ロ

冒
軍
姻
蒋
∠
聡
色
∠
Ｙ
臥
ｒ
〓
ビ
』的

『
日
国
と
Ｙ
￥
∠
Ｙ
烈
回
』嘩

（
１０
）
　
一
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

名
符
　
余
戸
里
長

。
「日
――
回
□
□

（
Ｈ
）

東
野
治
之

「『論
語
』
『千
字
文
』
と
藤
原
宮
木
簡
」
奪
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の

研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
七
七
年
、
初
出

一
九
七
六
年
）
。
同

「平
城
宮
木
簡
中
の

『葛
氏
方
』
断
簡
」
３
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
八
三
年
）。

（
・２
）

一
一
四
号

。
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敷
席
二
枚
　
鱒
□
升
　
芹
□

符
　
屋
代
郷
長
里
正
等
　
匠
丁
根
代
布
五
段
勘
夫

一
人
馬
十
二
疋

〔
神
〕
□
宮
室
造
人
夫
又
殿
造
人
十
人

〔五
〕
□
九
対
　
　
　
　
四
九
対

。「□
九
如
□
　
八
魚
鴎
ド
四

五
八
汁
　
　
　
□
□

（
・６
）

飛
鳥
京
木
簡
二
七
号

〔九
九
〕

□
□

・都ド難『マ　ロ　囃田丈ママ　」「捷囀一　月朋」

。ロ
マロ
刊回
　
マ　酷
甘　矢
作
マ　
若結
　　　　」

（
・７
）

船
橋
市
遺
隊
調
査
会

『千
葉
県
船
橋
市
印
内
台
遺
跡
　
第

一
七
次
発
掘
調
査
報

告
書
』
　

一
九
九
六
年
。
　
　
　
‐
イ

全
八
人
　
　
大
□

□
回
ア
ロ
ア
丈
ア
八
田
ア
大
田

（
・８
）

平
川
南

「古
代
に
お
け
る
人
名
表
記
」
翁
回
史
学
』

一
六

一
、　
一
九
九
六
年
）
。

（
・９
）

東
野
治
之

「平
城
宮
出
土
の
木
簡
」
３
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一

九
人
三
年
、
初
出

一
九
七
八
―
八
〇
年
）
。
同

「藤
原
宮
木
簡
の
書
風
に
つ
い
て
」

３
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
人
三
年
、
初
出

一
九
七
七
年
）
。

（２０
）
東
野
治
之
「漢
年
の
伝
来
と
受
容
」
翁
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一

九
八
三
年
）
。

名
符
。
「
『

。
「□
物
令
火
急
召
□
【剛
す
宜
行

（
・３
）

四
三
号

．　
　
□

〔別
〕
〔了
領
〕

以
国
人
□
□
謂
申
今
月
十

。
□
長
乃
□
今
要
用
依
□

（
・４
）

一
一
五
号

・聞聞聞団解□〔帥醍上隣ｍ

が
判

『
人
人
口
』

□
□
□
　
□

九
九
　
九
回

（
・５
）

八

一
号

名
九
々
ば
吼
一
〔
入
九
〕
　

〔
一
百

〔七
九
〕

□
□
七
十
回

□
□
六
十
三
　
エハ
九
五

三
九
十
七
　
一
一九
十
八

〔
人
〕

七
□

一一
一銑

　
　

一
一
八

十

上
ハ


